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総合評価方式（建設工事）における 
「担い手確保・育成への取組」の 

評価対象の変更について 

 

 

若手入職者の確保・育成を進めるため、総合評価方式（建設工事）において、「担い手確保・育

成への取組（２）」の評価を令和６年６月から行っているところですが、近年の労務費や資材単価

等の高騰に伴い工事価格が上昇している事を受け、「発注方法の取扱いについて」における入札参

加者の等級区分を決める価格等が令和７年６月より改正されたことに伴い、この評価の対象工事

についても令和７年６月より下記のとおり見直します。 

 

１ 対象工事 発注工種： 土木一式工事 

 予定価格： 
（現行） 

５千万円以上３億円未満 

    ↓ 

  
（改正） 

５千万円以上４億円未満 

 ※評価配点や評価内容については変更ありません 

  

２ 適用時期 令和７年６月１日以降公告にかかるものから適用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合評価方式に関する問合せ先】 

四日市港管理組合 経営企画部 建設課   TEL:059-366-7028 

               防災営繕課 TEL:059-366-7026 
 



総合評価方式（建設工事）における 
「担い手確保・育成への取組（２）」の評価について 

【令和６年６月より適用予定】 

令和５年 ６月１９日 








